
要措置区域（解除された区域）

岐阜県内（岐阜市を除きます。）における、土壌汚染対策法第６条第１項の規定に基づく要措置区域を解除された区域は下表のとおりです。

指定年月日 変更年月日 解除年月日 端緒 指定区域 基準に適合しない

告示番号 告示番号 告示番号 (※) の面積 特定有害物質

本巣市浅木字西ノ筋308番1、309番1、

310番1、311番1、312番1、314番1

及び315番1の各一部

H29.2.24 H30.3.16 H30.7.3 415.99m2

第77号 第129号 第351号 315.99m2

H29.6.23 H29.11.17
第324号 第517号

H30.5.22 H30.9.28 H31.3.1 512m2

第276号 第483号 第98号 338m2

六価クロム

ほう素

H22.8.3 H25.3.8
第440号 第108号

大垣市藤江町5丁目70番2、 六価クロム

72番、73番1の一部及び73番2の一部 鉛

大垣市藤江町5丁目70番2の一部及び70番4 ほう素

砒素

ふっ素

措置-岐阜-8 本巣郡北方町北方字間長島2890番1の一部
R7.11.7
第465号

―
R8.5.15
第278号

3条

整理番号 指定区域の所在地

措置-岐阜-1 ―

措置-西濃-1

措置-岐阜-4

措置-西濃-2

大垣市林町6丁目80番1の一部

措置-岐阜-6 山県市佐野字八代310番3の一部

3条

砒素

措置-岐阜-2 4条 六価クロム

措置-岐阜-3 ― 砒素4条 300m2

4条

各務原市蘇原三柿野町字中之島142番の一部

H25.6.7
第315号

H28.12.6
第613号 1861.95m2

各務原市川島竹早町字竹早1番の一部

羽島郡岐南町上印食3丁目152番の一部

措置-岐阜-7 各務原市川島竹早町字竹早1番の一部
R6.6.21
第277号

4条 37.08m2
R6.11.8
第441号

―

R3.12.3
第511号

―
R4.7.15
第253号

4条 447.9m2

ほう素

―

804m2
H25.3.26
第177号

3条

100m2

六価クロム

H24.10.23
第481号

H25.3.26
第175号

3条

451.8m2



指定年月日 変更年月日 解除年月日 端緒 指定区域 基準に適合しない

告示番号 告示番号 告示番号 (※) の面積 特定有害物質
整理番号 指定区域の所在地

大垣市神田町2丁目1番3及び4、35番 ベンゼン

並びに35番5並びに西崎町4丁目1番3 砒素

及び26番1の各一部 ふっ素

大垣市河間町2丁目5番並びに3丁目26番1、

29番、30番及び200番1の各一部

措置-西濃-4 大垣市河間町2丁目5番並びに3丁目26番1、
R6.3.22

3条 砒素

30番及び200番1の各一部
第143号

14条 ふっ素

大垣市河間町3丁目30番及び200番1の各一部

安八郡安八町南今ケ渕字東沼597番1、 六価クロム

森部字高須1558番1、大森字筏場18番1、
R7.7.1

鉛

字伊勢沼108番及び168番1並びに
第303号

砒素

字松原180番1並びに ふっ素

氷取字金沼264番4及び265番1の各一部

関市小屋名字上中島418番1、420番1、

421番、421番2、498番1、498番3

及び507番1の各一部

H28.8.12 H29.9.5
第440号 第432号

H26.5.23 H26.8.12
第419号 第505号

14条

5496.8m2
5296.8m2
3896.64m2
1569.21m2
374.19m2
411.01m2
200m2

1692.0m2

砒素

R3.8.17
第356号

R5.5.16
第237号

R4.2.4
第30号
R4.3.18
第115号
R4.7.5
第244号
R5.2.3
第44号
R6.2.13
第61号

4条 150m2

―

措置-西濃-3
H30.9.28
第482号

―

R3.4.9
第186号

―

多治見市虎渓山町4丁目13番1の一部

措置-中濃北部-2 ―

措置-東濃-1 ―

H25.10.25
第486号

H27.12.15
第705号

関市小瀬字一ノ門1288番の一部

R3.11.9
第486号

R5.1.6
第2号
R5.10.31
第446号
R6.10.15
第400号
R7.4.30
第224号

3条

5810.9m2

5510.9m2

3236.1m2

1952.2m2

300.0m2

R3.8.6
第341号

措置-揖斐-1 揖斐郡池田町宮地字上粕子11番の一部

措置-西濃-5

六価クロム

六価クロム

六価クロム

R3.8.17
第357号

4条 300m2

2491.43m2

14条 249.9m2

措置-中濃北部-1 14条



指定年月日 変更年月日 解除年月日 端緒 指定区域 基準に適合しない

告示番号 告示番号 告示番号 (※) の面積 特定有害物質
整理番号 指定区域の所在地

多治見市
H29.11.17 R2.5.12

(平和町1丁目、4丁目及び5丁目地先)
第515号 第211号

恵那市長島町永田字羽白443番4
H29.7.28 H29.11.17

及び19の各一部
第396号 第516号

恵那市武並町竹折字折坂199番130
H30.8.10 H31.4.26

及び208の各一部
第397号 第266号

※端緒：土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び第14条の別を表しています。

＊詳細については、必ず指定区域台帳でご確認ください。

措置-東濃-5 多治見市笠原町字森下1647番1の一部
R7.12.5
第503号

―
R8.5.15
第279号

14条 297.91m2 砒素

100m2

14条 2840.7m2

14条

―

措置-恵那-2 ― 鉛

砒素

措置-恵那-1 ― 砒素100m2

14条

措置-東濃-3


